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中国蘇南地域における農業生産システムの変化と土地問題
――江村の追跡調査�――

坂 下 明 彦・朴 紅・市 来 正 光

The change of agricultural production system and
Land Problems in the Sunan area of China

－A follow-up research of Kaixiangong village�－

Akihiko SAKASHITA, Hong PARK, Takateru ICHIKI

SUMMARY

The Sunan area, as a riverside district, has taken a unique policy for land use. This paper deals

with the transition of land use and land ownership under the policy, especially during the land reform-

ing period at the time of liberalization policy, group farming promotion period, and family contract sys-

tem promotion period. This paper also clarifies the change in land ownership resulting from the con-

version of farmland due to the recent development of industrialization as well as the change in land

use and land ownership caused by flourishing inland water fisheries.

はじめに

江村，実名「開弦弓村」は，世界で最も有名な

中国の村の一つである．社会人類学者の費孝通

（Fei Hsiao-Tung １９１０－２００４）が１９３８年にロン

ドン大学の学位論文として江村を対象としたモノ

グラフィーを発表し，高い評価を受けたからであ

る（註１）．解放後，彼はこの村の集団的追跡調

査を実施し，政治的な中断期を含みつつ農村工業

化を軸とする「小城鎮」建設に関する研究を続け

ていった（註２）．

ここで注目されるのは，費孝通が農村工業化を

論じる際に，過去の水郷地帯における水運による

商品流通ネットワークの再建を意図していたこと

である．貿易の拠点である上海に至る集荷地点と

しての小城鎮とその「郷脚」である農村の家内制

織物の分業構造の存在が江南農村の特質であるこ

とを見抜いていたからである（註３）．

こうした小農経済の存立のあり方は，アジアに

おける小農体制のもとでの共同体の類型を考える

上でも重要である（註４）．西ヨーロッパとの一

定の共通性を有する日本的な自治村落型の対極と

して，市を媒介した中国江南・朝鮮での共同体の

タイプの存在が指摘されており，その具体像をさ

ぐる上でも江村研究は大きな意味を有している．

江村調査は，２００４年に朴・市来により開始され，

２００５年には坂下が加わった．この調査のねらいは，

従来，人類学・社会学の研究者によって進められ

てきた江村の特質を，その成果を引き継ぎつつ補

足し，農業経済学の視点から再構成しようという

ものである．本論ならびに「中国蘇南地域の農村

工業化と就業構造」はその初発的な報告である．

本論では，水郷地帯に特有の土地所有と土地利用

の実態をその歴史に即して整理し，特に農村工業

化と内水面漁業の展開のもとでの土地所有の性格

を明らかにすることを課題としている．

１．土地改革と集団化

� 村の概況

対象とする開弦弓村は，江蘇省呉江市（県レベ

ル）の七都鎮のひとつの村である．２００２年までは

廟港鎮に属したが，それが七都鎮に合併されたの

である．この鎮は太湖に接しており，水郷地帯に
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位置している．このため，土地は�（ゆう）と呼
ばれるクリークに囲まれた「島」からなり，かつ

ては船が唯一の交通手段であった．現在，東長�，
四方�，天字�，西頭抗�，亀字�，潘香�，小
頭�，小金�，大金�，長�，城角�，南�，北
�，涼角�，四畝八，東付�の１６�からなり，こ
れらの「島」の間には東庄蕩と西庄蕩という２つ

の大きな水面が存在する．

村の概況を紹介すると，現在の開弦弓村は，

２００１年に旧開弦弓村と西草田村が合併して成立し

たものである（「新開弦弓村」）．後に詳しく述べる

ように，本来の「開弦弓村」（「江村」）の集落は長

�，南�，涼角�，城角�という４つの�が隣接
する運河沿いに形成されており，村民小組は１５組

である．これに人民公社設立の際に隣接する荷花

湾村が加わり，組数は合計で１９組となっている

（便宜上，以降この範囲を開弦弓村と呼ぶ）．こ

れが戦後の開弦弓村の範囲である．旧西草田村は

東長�，西頭抗�，天字�に６つの村民小組があ
る．２００５年の常住人口は３，０４４人であり，農家戸

数は７７６戸である．小組の平均戸数は３１戸，最低

２１戸から最高４７戸の間に分布している．

村の総面積４５０haのうち農地は２０２．４haで，水

田が１５０．８ha，桑園が５１．５haである．水田のう

ち５６．５ha（３７．５％）は後に述べるように上海ガ

ニを中心とした養殖池に転換している．１戸当た

りの農地面積は２６aであり，かなり零細であるこ

とがわかる．また，個別請負が始まる以前の１９８２

年の農地面積は２８４．８haであったが，以降２００３年

までの間に２７．４haの農地転用が行われている．

これらは主に，工場用地である．農地の動きを見

ただけでも，農村に大きな変化が生じたことがわ

かる．

� 解放後の行政組織と土地改革

まず，日中戦争後の行政組織の変化を整理して

おこう．記録が残っているのは，国民党時代の１９４６

年の行政地図であり，この時点での震沢区開弦弓

郷の範囲は極めて大きく，当時の保甲制のもとで

１０保２０７甲，戸数３，００８戸，人口１２，９６４人となって

いる（注５）．解放後の１９５０年にはこの郷は２分

され，北部が開弦郷，南部が鳳凰郷とされ，開弦

郷は１３村の連村と呼ばれた（旧１～６保）．江村

は北村と南村に分離されたが，住民は合計で３３５

戸，１，２６３人，面積は２０１．５haであり，１９３５年の

３６０戸，１，４５８人，１８４．４haと比較すると，戸数，

人口はやや減少し，耕地面積はやや増加したこと

がわかる（表１）．保甲制は１９４９年に廃止される

が，新体制下で設置された行政組とそれを比較す

ると，旧４保（南村）では１３保（１８８戸）から１８

組（２１６戸）へとそれぞれ増加しており，連続性

はないとみてよい．このもとで，１９５０年秋から

表１ 土地改革時の行政村の概況（１９５０年） 単位：戸，人，ha

No. 行政村 戸数 人口 水田面積 農会組 行政組 婦女組 互助組 自然村 保 現在

１ 東角村 ５２ １８０ ３４．１ ５ ５ ５ 東角，南角浜 ５保 開明村

２ 米古其村 ４６ １８５ ２８．１ ５ ５ ３ 米古其 ６保 開明村

３ 堰浜村 ４７ １８９ ２５．９ ４ ５ ３ 堰浜 ３保 豊民村

４ 埋石湾 ９８ ３７６ ６３．３ ９ ９ ８ 埋石湾 ２保 豊民村

５ 旺小村 ９８ ３３３ ５５．２ ８ ８ ８ 旺家港，小合� ２保 豊民村

６ 太平橋村 ４６ １７８ ３１．４ ５ ５ ５ ３ 太平橋，三家村 ６保 開明村

７ 荷花湾 １０３ ４２９ ５８．６ １０ １０ １０ １３ 荷花湾 ３保 開弦弓村

８ 民字村 １２９ ４６４ ６５．５ ９ ９ ７ 民字 １保 豊民村

９ 匠呉村 １４０ ４６５ ８１．５ ９ ９ ９ 匠人港，呉越戦 １保 豊民村

１０ 北村 １１９ ４０９ ６１．７ １２ １２ １０ ４ 開弦弓北村 ５保 開弦弓村

１１ 大�田村 ５０ ２２２ ３２．９ ６ ８ ４ 大�田 ６保 開明村

１２ 月字�村 １２４ ４４３ ６７．０ ８ １２ ４ １３ 月字� ６保 開明村

１３ 南村 ２１６ ８５４ １３９．８ ２０ １８ １６ 開弦弓南村 ４保 開弦弓村

総計 １，２６８ ４，７２７ ７４５．１ １１０ １１５ ９２ ３３

注１）姚佰生所蔵資料などにより作成．
２）組数は１９５３年当時のものである．
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１９５１年にかけて，土地改革が実施される．

費孝通によると，１９３２年における江村は１１の�
からなり，その総面積は１８５．８haであり，１戸当

たりの面積は５２aであった．農地所有規模別で

は，３０a以下（無所有を含む）が７５．８％，３０～６０

aが１８．０％であり，６０a以上は６．２％に過ぎな

かった（註６）．農地のおよそ３分の２は不在地

主の所有（「地下権」）とされ，小作人には永小作権

（「地表権」）が存在し，土地取り上げなどは行われ

なかった．ただし，小作料率は米生産の４０％に上

り，不在地主は小作料取立所（局）をつくり，代

理人が代金納（現物小作料の貨幣換算）のかたち

で取立を行っていた．１９３０年代中期には蘇州近郊

で小作争議が発生したが，この村ではおこってい

ない．地租は土地所有者の負担となっていたが，

租税納入者の登録制度が機能せず，�を単位に耕
作者が負担する制度がとられていた．詳細は不明

である．

土地の貸借関係は，抵当権の質流れによる不在

地主への土地集積が基本であったが，�の存在と
均分相続慣行により農地の分散は激しく，１戸当

たり３～７の分散を示していた．また，１圃場が

帯状に分割されて使用されるケースも多く，農家

間の貸借関係も複雑であった．これが，１９３０年代

の状況であった．

では，１９５０年の土地改革前夜の土地所有の状況

はいかなるものであったか．表２は，当時の郷長

が所蔵していた土地改革資料から作成したもので

ある．資料は当時の開弦郷（１３ヶ村）のものであ

るが，１４ページのうち，「半地主型富農」分にあ

たる２ページが欠落している．このうち，江村分

を示した．合計数は，欠落部分を無視して合計し

たものであるため総数ではない．総戸数は，１９３２

年の３６０戸に対し，３５０戸であるからほとんど変化

はない．土地所有については，耕作面積は２０２．８

haで１９３０年代よりやや増加をみせている．うち

自作地が１３８．１ha，小作地が６４．７haであり，小

作地率は３１．９％であり，費孝通の叙述より自作地

割合が相当上回っている．小作地のうち，村内地

主からの借地は４１．０％であり，不在地主比率が高

いことを示している．土地改革時の「階級」区分

をみると（注７），地主が４名（平均所有面積２．４

ha），半地主型富農が１名（欠落あり，同５．９ha），

富農が１０戸（同１．２ha），小土地貸付者が６戸で

あるが，それらの貸付地面積における比率は

５０．３％に過ぎなかった．この村においては，不在

地主の影響が大きかったといえる．中農は自作農

主体であり，総戸数の４０％を占め，１戸当たり耕

表２ 江村における土地改革前の土地所有（１９５０年） 単位：戸，人，ha，a，％

階級区分 合計 地主
半地主

型富農
富農

小土地

貸付者
中農 貧農 雇農

戸数 ３５０ ４ １ １０ ６ １３９ １７９ １１

総人口数 １，３５０ ２８ １０ ４９ ４ ５９９ ６３９ ２１

農業人口数 １，３３４ １９ １０ ４６ ２ ５９８ ６３８ ２１

所有地面積 １６４．６ ９．６ ５．９ １２．１ １．４ ９０．８ ４３．０ １．７

耕作地 １３８．１ ３．５ １．７ ９．２ １．３ ８１．２ ４０．０ １．２

貸付地 ２６．５ ６．１ ４．２ ２．９ ０．１ ９．６ ３．１ ０．５

借地面積 ６４．７ ０．１ ０．０ ２．７ １７．８ ４２．６ １．５

耕作面積 ２０２．８ ３．６ １．７ ９．３ ４．０ ９９．０ ８２．６ ２．７

１戸当所有面積 ４７．３ ２４０．７ ５８６．７ １２１．３ ２３．３ ６５．３ ２４．０ １６．０

１戸当耕作面積 ５７．９ ８９．８ １６６．１ ９２．５ ６６．８ ７１．２ ４６．１ ２４．９

戸数 １００．０ １．１ ０．３ ２．９ １．７ ３９．７ ５１．１ ３．１

所有地面積 １００．０ ５．８ ３．６ ７．４ ０．９ ５５．２ ２６．２ １．１

貸付地面積 １００．０ ２３．２ １５．９ １０．９ ０．３ ３６．２ １１．７ １．９

借地面積 １００．０ ０．２ ０．０ ０．０ ４．１ ２７．５ ６５．９ ２．３

総面積 １００．０ ４．２ ２．６ ５．３ １．８ ４７．３ ３７．４ １．４

注１）姚佰生所蔵資料により作成．
２）半地主型富農は資料が欠落しているので，その割合は多い．また，合計はそのま
まの数字である．
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作面積は７１．８aであった．貧農は自小作主体であ

り，総戸数の５１％を占めていたが，平均耕地面積

は４６aであった．雇農はわずかしか存在しなかっ

た．

土地改革は，１９５０年秋から５１年にかけて村を単

位として実施され，村の農地の持ち分を人口で除

して１名当たりの農地配分が決定された．北村の

配分面積は２．１ムー（１４a），南村（当時は現１～

５組を含む）の配分面積は１．６ムー（１０．７a）で

あった．世帯員数は３．９名であるから，１戸当た

り配分面積は８ムー（５３a）程度であり，貧農の

耕作面積をやや上回る水準であった．

� 集団化と生産システム

土地改革後，時をおかずして１９５３年から互助組

の設立が進められ，５６年には高級合作社の設立が

行われる．江村は，埋石湾村，荷花湾村とともに

「開弦弓郷連合三社」に属し，本部のもとに村レ

ベルには６小大隊（管理組織），組レベルには小

隊（１小大隊に４～５隊）がおかれた．１９５７年に

費孝通は江村を訪問しているが，農業生産の増大

を認めつつ，農家副業の縮小が農家所得の伸び悩

みをもたらしていることを指摘している．稲作生

産に関しては，水稲の二期作化，排水施設の整備，

自給肥料の増加により，籾の総生産量は１９３６年の

４５０トンから５６年の９９１トンに増加し，１０a当たり

単収も籾２２５kgから５３９kgと増大した．しかし，

桑の供給不足により養蚕が縮小し，村内での製糸

は行われず生繭販売となっていること，商業の規

制により農民的な水運業が停滞していること，特

異な「湖羊」生産が衰退していることが述べられ

ている（註８）．

１９５８年には人民公社化が進められ，この４村は

廟港郷を単位とする廟港公社の聯三大隊を形成す

る（５７年に区制が廃止され，廟港区の廃止に伴い

開弦弓郷は廟港郷に編入）．埋石湾には１～４隊，

南村には５～９隊，北村には１０～１９隊，荷花湾に

は２０～２３隊がおかれた．この時点では組レベルの

組織化はされなかった．公社化にともない，東長

�，四方�，西長�の一部が他の大隊に移譲され
ている．

この大躍進期の失敗を受けて１９６１年には三級制

表３ 組毎の�別水稲作付地の分散（２０００年） 単位：a

組 東長� 亀字� 小頭� 長� 南� 北� 涼角� 城角� 四畝八 東付� 合計 �数
１ ２９５ ４９ １５５ ４９９ ３

２ １７１ ８０ １１５ ３６６ ３

３ ２２７ ２２７ １

４ ４６８ ４６８ １

５ ３３８ ９０ ４２８ ２

６ ５２１ ９５ ６１６ ２

７ １８０ １８０ ３６０ ２

８ ４７３ ４７３ １

９ ５８５ ５８５ １

１０ １００ １００ １

１１ １７０ １７０ １

１２ ２７４ ５１ ３２５ ２

１３ ２５８ １６ ２７４ ２

１４ ２９３ ５２ ３４５ ２

１５ ２３９ ２３９ １

１６ １６１ ２２５ ３０６ ６９１ ３

１７ ４３０ ４３０ １

１８ １３３ ４６７ ５９９ ２

１９ １５５ ３３３ ４８９ ２

計 １，０３１ １，１１３ ８０ ７３９ ９０ ７０１ １，４９３ １，３３２ ３０６ ８００ ７，６８５ １０

組数 ４ ５ １ ３ １ ２ ５ ９ １ ３ １９

注）村民委員会資料により作成．
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が導入されるとともに，生産大隊の分割と自留地

の分配が行われた．南村と荷花湾村は荷花湾大隊

（９生産隊）に，北村は開弦弓大隊（９生産隊）

となった（１９６６年からの文革期には荷花湾大隊は

紅衛大隊に，開弦弓大隊は立新大隊に名称変更）．

これにより，生産隊を単位とする生産体制が確

立した．表３に示すように現在まで継続する生産

隊（現在は組）の集団所有としての農地分配が行

われている．�の存在により，各生産隊の持ち分
は分散され，同一�内でも数団地を形成している．
これは，用排水を含む土地条件の格差を最小にす

るためであったが，移動のためには船を使用する

必要があり，作業効率には問題があった．１９７０年

代中期には，洪水対策として�間に堰堤を設置し
て水量調整をはかる「連�」が建設されるととも
に，区画整理事業も行われ，人海戦術による土地

改良は大きな前進を見せている．

１９６０年代はじめには，糧食生産が優先され，小

麦＋晩稲が作付の７０％を占め，二期作田は３０％に

過ぎなかった．しかし，徐々に副業生産に力を入

れるようになり，養蚕については桑園を１ヶ所に

集約して集団で作業を行っている．家畜について

も，養豚と「湖羊」が拡大し，７０年代には１，０００

頭規模となった．豚が８０％，ヒツジは２０％の比率

であり，集団飼養が７０～８０％ではあるが，個人飼

養も２０～３０％となっている．これらは，主に堆肥

生産が目的であった．表４により，稲作の生産性

をみると，１０a当たり単収は６０年代中期に籾で

７００kg台となり，一時期の停滞の後，７０年代後半

には９００kg台を示すようになっている．これは，

当初の３麦を含む糧食優先政策から，２期作への

転換が進むとともに後期作の単収が増大したこと

によっている．

別稿で詳しく述べるように，工業化は１９６８年の

連合製糸工場の設立から始まるが，７５年からは大

隊レベルでも農村工業化を進め，豆腐工場や「運

輸船隊」による運搬業の復活，飼料工場などが建

設された（註９）．また，１９７７年には社隊企業と

してナイロン生地の紡績工場が２つ設立され，

徐々に兼業収入を確保する路線が全面に出てくる

のである．

表５には，人民公社期の村の純収入と農家の受

取賃金や穀物配給量を示している．村の純収入は

６６年の２９万元から７６年の４４万元へと伸びは示して

いるが，その内実は農業依存率が９０％から６９％へ

と減少を示したことによるものであり，農家の現

金収入はさほど伸びていない．また，穀物配給量

も停滞的に推移している．このように，人民公社

期は，内部にその後の転換の萌芽を含むとはいえ，

大きな変化は見られなかったといえよう．

１９７８年の改革開放路線のもとで，２つの大隊は

８２年に統合して開弦弓大隊となり，北村は１～９

隊，南村は１０～１５隊（１隊を分割），荷花湾村は

１６～１９隊となった．そして，８３年には人民公社は

解体され，生産大隊は村に，生産隊は組へと転換

され，現在の開弦弓村となる．江村は１９６１年から

８１年までの２０年余りにわたり分断を余儀なくされ

表４ 籾１０a当たりの水稲単収の変化 単位：kg

平均 早期作 後期作 単季作 ３麦
１９６０ ４１０ ３２２ １６７ ４０１ １４５
６１ ３８０ ２７５ ２１５ ３４４ １０５
６２ ４４３ ３６０ １８６ ４４６ １２５
６３ ５００ ４１０ ２６８ ４４３ １０１
６４ ６３４ ４０２ ３８９ ５７９ １４０
６５ ７１１ ５４６ ３３１ ６６０ １９７
６６ ７４０ ５７４ ３８３ ６４５ ２５８
６７ ６８５ ４５５ ４６９ ５７６ ２５１
６８ ５８５ ４４９ ３３９ ４８８ ２６５
６９ ７５７ ４６４ ４４８ ３８６ １８２
７０ ７０５ ４１４ ３２９ ３９６ ２２５
７１ ７８７ ４６６ ３８９ ５２２ ２６１
７２ ８７９ ５７５ ４０６ ５８６ ３０５
７３ ８４５ ５７２ ３７１ ５４２ ２１２
７４ ９１１ ５８８ ４１９ ６２４ ２９０
７５ ８６３ ５７２ ３７９ １８４
７６ ９１４ ５８１ ４２５ ３６１
７７ ７９８ ５１６ ３６３ ２４４
７８ ９１１ ４９７ ４７３ ４５５
７９ １０１８ ５３３ ５６２ ５６９
８０ ８１８ ５５４ ３７５ ５６９

注）荷花湾大隊（現１０～１９組）資料による．

表５ 人民公社期の農業動向 単位：千元，元，kg

村の純収入 農家一人当たり分配
合 計 うち農業 現金収入 穀物配給

１９６２ ８１．７ ２５７
６５ ２９６．９ ２６７．８ １１９．３ ３０２
７０ １１３．３ ２８２
７５ ４４１．６ ３０３．９ １１６．７ ２６３
７９ １５１．２ ３１６
８１ ５９３．７ ２１２．２ １３０．１ ２９０
８３ １，０８３．２ ４２１．０

註１）村については沈関宝［１９９３］p．１７９による．
２）農家については，費［１９８５］p．２８４による．
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たのであった．

２．家族請負制と土地問題

� 家族請負制と農業生産の動向

人民公社の解体とともに，１９８３年から１９の組を

単位とする農地の請負制が実施された．農地の配

分は組によって異なるが，総面積を人口で除して

一人当たり面積が決定され，家族数に応じて配分

された．この方式は，土地改革と同じ方式であり，

生産力は上昇しているとはいえ，人口の増加に

よって土地改革時より単位面積は減少している．

ほとんどは口糧田と自留地に区分された．生産隊

時代の農地は，すでに述べたようにいくつかの�
にまたがっており，それぞれの団地ごとに全構成

員の農地が配分され，分散性は激しい．当然，１圃

場に数戸の農地が存在するケースが一般的であっ

た．

第８組を例にとると，総面積は９５ムーであり，

口糧田については１人につき０．５ムー，自留池と

飼料畑は家毎の配分であり，０．４５ムーと０．３５ムー

であった．飼料畑は豚を使用していることが配分

の条件であった．また，第１組の場合には，口糧

田と自留地がそれぞれ１人当たり０．５ムーと０．１

ムー配分されている．５人家族であれば，口糧田

が２．５ムー，自留地が０．５ムー，併せて３ムー（２０

a）となる．ここでは，配分地は長�に２ヶ所，
亀字�に１ヶ所の合計３ヶ所となっている．この
他に桑畑が１．６ムーある．

このように農地配分の結果は零細な家族経営の

創出となったが，その後の農業展開を村民委員会

の資料によってトレースしてみよう（表６）．

データは１９８０年代後期からのものである．まず，

就業人口をみると，表出していないが１９８３年段階

では村の就業人口１，３５４人のうち，９５１人（７０％）

が農業従事者であった．以降，農業従事者は一貫

して減少を見せるが，８８年の６９７人は全体の４４％

であり，５００人を割った９５年には３１％，２００２年に

は３８％となっている．これは，別稿でも述べたが

高齢者と主婦層の従事形態が一般的であり，専業

的なものとは言えない．

こうした中で，耕種業は公糧の供出と自給の割

合が高く，農業粗生産額の３分の１程度を占める

存在でしかない．粗生産額自体も１９８０年代中期を

ピークに減少に転じており，生産量はより早く

１９８０年代末以降減少を続けている．特に，水田の

養殖池への転換が始まる１９９８年からの減少が著し

い．これに対し，畜産部門がそれを補完する位置

にある．その中心は，かつての養蚕（畜産部門に

表６ 農業生産の動向 単位：万元，トン，頭，担

農業就

業人口

収 入 生 産 量 １人当

純収入農業 耕種業 糧食 牧畜業 豚羊 養蚕 糧食生産 肉豚出荷 羊出荷 養蚕

１９８８ ６９７ ２４５ ８９ ６６ １５６ ７５ ２９５ １９００ ４００ １３３６ １，１１５

１９８９ ６５６ ３０３ １０６ ８８ １９７ ６５ １０１ ２９３ １４５０ ２５０ １８５３ １，１８１

１９９０ ８４６ ２９９ １０２ ８９ １９７ ５１ ９８ １４９ ９００ １６０ １７６０ １，１２０

１９９１ ６５４ ３３０ １１４ ９１ ２１６ ６６ １０３ １５３ ９００ ２００ １９０５ １，３４６

１９９２ ５２８ ３６０ １２０ ８１ ２４０ ９３ １１５ １３５ １２００ ６００ ２１３１ １，８７３

１９９３ ６０２ ４０７ １３２ ９１ ２７５ １０５ ９２ ９７ １０００ ５００ １７６７ ２，２２２

１９９４ ５５３ ６６２ ２４１ １９３ ４２１ １７０ １５９ １２１ １２００ ５００ １７７２ ２，９３１

１９９５ ４８０ ７１６ ２８０ ２０４ ４３６ ２４３ １１４ － １２５０ ７００ １５４５ ４，０７８

１９９６ ４４５ ７６１ ３７２ ２９１ ３８９ ２２６ ７４ １１６ １２００ ６００ １１９９ ４，８７９

１９９７ ５０３ ６６７ ２４１ １６９ ４２６ ２６０ １０３ １０５ １２００ ６００ １３１８ ４，９４５

１９９８ ４１８ ５２３ １９５ １２３ ３２８ １８０ ９６ ７７ ２２００ ９００ １３３３ ５，１０６

１９９９ ３９４ ４１１ １６２ １０４ ２４９ １１６ ９５ ７６ １３００ ８００ １２７８ ５，１１７

２０００ ３９３ ３８５ １２９ ８４ ２５６ １１３ １２６ ６５ １３００ ４００ １０２０ ５，２４６

２００１ ４３２ ５０５ ２１９ １２３ ２８６ １１８ １４４ ９５ １４００ ４８０ １６００ ５，４６６

２００２ ４３０ ４５６ ２００ １１７ ２５６ １２９ ８２ ９０ １８００ ３００ １５００ ５，６３２

２００３ ４５４ １８５ １１３ ２６９ １６８ ８７ ８１ １９００ ４００ １２５０ ６，０７３

注１）村民委員会資料により作成．
２）人口は旧開弦村のみの数字，その他は２００１年から合併後の数字．
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含まれる）ではなく，養豚部門である．とはいえ，

肉豚の出荷頭数は年間１，０００から２，０００頭の水準で

あり，副業の域をでない．また，かつて「湖羊」

として知られた羊の年間出荷頭数は一時期回復し

て１，０００頭に迫ったが現在は４００頭水準である．養

蚕についてもかつての姿はなく，繭の生産は９０年

前後には２，０００担（１担は５０kg）を示したが，

１，０００担近くまでに減少している．２００５年の桑畑

は水稲田９７．７haに対し，４７．５haを示すが，その

多くは未利用となっている．

このように，耕種業を補完する畜産部門もまた

減少をみせているのである．しかし，農家一人当

たりの純収入は，１９９０年の１，１２０元から，９５年に

は４，０００元台となり，２００３年には６，０００元を超える

に至っている．これは多くは兼業収入によるもの

であるが，農業内部では次に述べる内水面漁業の

展開がある．

� 内水面漁業の展開と農地の集中化

内水面漁業は，現在一種のブームとなっている．

表７はその近年の動向を示したものであるが，

ブームは１９９７年から起こっている．村には�を囲
むように東庄蕩と西庄蕩という２つの水面があ

り，１９８３年から一部水面の農家請負が行われてい

た．しかし，それは漁獲を行うのみの形態であっ

た．ブーム期に入ると，この蕩での入札による養

殖目的の請負と水田の養殖池転換が行われている．

魚種はエビと上海ガニを主体としたものであり，

特に後者が中心となっている．販売収入は統計で

は低く現れていると考えられるが，２００１年からは

３００万元を超える水準となっており，先の耕種業

と畜産業の販売合計を越えるような勢いを示して

いる．

外蕩における漁業開発については，まず西庄蕩

において１９８３年から村の集団請負の名目で借地を

開始した．この面積は５００から６００ムー（３３～４０ha，

水量による変動がある）である．もともと水産局

の試験場であったが，１０年契約の後，９４年からは

個人請負となった．魚種は一般魚であり，漁労に

近い粗放な経営であった．しかし，水資源費・水

産特産税・水利工程費が値上がりしたため，９８年

から００年までの賃貸料３ヵ年７万元が未納とな

り，２００１年に返還命令が出されている．現在，

２００６年から０８年の３ヵ年の借地（５．６万元）を折

衝中である．もう一つの東庄蕩（６００～８００ムー，４０

～５３ha）は，事実上の村所有であり，１９９８年か

ら３ヵ年契約で入札を行い，現在３期目となって

いる．２期目は８名の請負で，借地料は３年で

１８．９万元，３期目は１名が養殖田に転換し７名で

借地料は２８万元となっている．魚種は一般魚とカ

ニであり，完全共同経営である．一般魚は１月に

放流して１２月に漁獲，カニは３月に放流して１０月

表７ 内水面漁業の動向 単位：万元，a，トン

１９９７ １９９８ １９９９ ２０００ ２００１ ２００２ ２００３

収入 合計 ８７ ８５ ７３ ８７ ３３２ ４２５ ３２８

漁獲 ６０ ５０ ６０ ６７ ６９ ４６

水田 ３ ９ １４ １８ １０２ ２０４ １７４

蕩（精養） ８ ８ １ １ ７２ ８０ ７２

蕩（粗養） １６ ８ ８ ８ ９０ ７２ ３６

普通魚 １３０ ７２

エビ １２０ ８０

カニ １７５ １７６

養殖面積 水田 ５３３ １，２００ １，８６７ ３，０００ ３，４００ ４，５３３ ５，８００

蕩（精養） ２６７ ２６７ ３３３ ３３３ ９６７ １，０６７ ４，０００

蕩（粗養） ２，６６７ ２，６６７ ２，６６７ ２，６６７ ６，０００ ６，０００ ４，０００

生産量 普通魚 ２２０ １２０

（t） エビ ４０ ２０

カニ ３０ ３２

漁池田 １，９２７ ３，０２０ ３，１７３ ３，１７３ ５，１２０

注）村民委員会資料による．
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から漁獲する．カニは，大閘蟹交易市場に搬入

し，４０日間販売する．一人当たりの年間所得は，

２００１年が８，０００元，２００２～０３年が２０，０００元，０４年

が２５，０００元であったが，０５年は台風によりほとん

ど所得がなかったという．

こうした外蕩養殖に対し，現在増加をみせてい

るのが水田転換による養殖である．この面積は，

１９９９年に１９．３haであったが，２００３年には５１．２ha

にまで拡大している．その販売額は２００３年で１７４

万元となっている．いくつかの賃貸契約書によっ

て，賃貸契約の内容を検討しよう．まず，１７組に

おいて組内の１戸の農家が４１．６ムー（２．８ha）の

借地を行ったケースでは，２００２年１１月から２００７年

の１２月を借地期間とし，年間借地料はムー当たり

４００元で前払い制をとっている．年間支払い地代

は１６，６４０元である．借地者は初年度にムー当たり

１００元の「稲田復耕費」を担保として支払い，５

年後に継続しない場合には復田を行う義務が生ず

る．一般の水田の賃貸借については，行政は全く

関与しなくなっているが，農地の利用転換の際に

は組のみならず村民委員会の許可を得ることが必

要となっている．１５組において村内者１名を含む

３名が５９．１７ムー（３．９ha）を借地するケースで

は，契約期間は２００３年１月から２００６年１月の３ヵ

年であり，ムー当たり年間借地料は３９０元，合計

２３，０７６元を前払いすることとなっている．また，

契約時には「復耕費」としての担保金６０００元の他

に，桑畑（１１．５２ムー）の賠償費ムー当たり１５０元

（１，７２８元）を支払うことが義務づけられている．

同一人が第１４組から２２．５ムーを借地したケースで

は，契約期間ならびに借地料は同一であるが，桑

畑の賠償費はムー当たり４０元となっている．

このように，養殖池需要が高まっていることか

ら，借地料は上昇傾向にある．その水準は，２００１

年には３５０元であったが，２００２から０３年には４００～

４５０元となり，２００５年には最高で６５０元にまで上昇

している．また，契約は組と結ばれるが，貸し手

の持ち分は維持されており，稲作を維持したい場

合には貸付希望者との間で農地の交換を行うこと

で稲作の継続は保障されている．ただし，稲作の

ムー当たり所得は５００～６００元の水準であり，借地

料が上昇していることもあり，こうしたケースは

例外的である．

� 農地転用とその対価

農村工業化にともなって，国道沿いの地域にお

いては，工場用地の買収が行われた．１９８２年から

の全体の転用面積は２７．４haであり，うち工業用

地は合計６１ムー（４．１ha）である．そのほとんど

は５０～７０年間の期限付きであるが，所在地の村民

小組から購入して事実上私有地化している．また，

最も工業用地が多いのは８，９，１６組であり，村

全体の６６％を占めている．この他に１３，１５組の転

用地も多い．工業用地に転用されている土地は全

て桑田である．

農地購入に対する保障は様々なかたちで行われ

ている．いくつかの事例を示そう．第８組の農地

面積は９５ムー（６．３ha）であったが，１９８３年に建

築材料工場の建設に１７ムー，１９９５年には野菜工場

建設のために２２ムーが減少した．前者の買収に際

しては，１ムー当たり２人を労働者として雇用す

るという代替処置が取られた．１７ムーであるから

３４人が雇用確保されたといえる．後者の場合に

は，１ムー当たり５，０００元，総額１１万元の「土地

代金」が支払われた．これは１人当たり，９４０元

となる．４～５人家族として４，０００元から５，０００元

の収入である．

第３組は，２００２年に求是紡績に土地を売却して

いる．買収面積は２．１ムーで，ムー当たり単価が

１８，０００元，組の手数料が１０％余り，４，０４６元であ

り，農家への支払総額は３４，２１７元であった．これ

は８戸に対して支払われたが，面積配分であ

り，７８５元から７，８３４元の範囲であった．もう１つ

は，第１５組が２００３年に江村化繊紡績に土地を売却

した事例であり，売却収入を農家全員に配分する

方式である．総額２６，１９１元に対し，全農家３４戸に

家族人数割りで配分され，１人当たり金額は１９０

元であり，各戸には１名（１９０元）から６名（１，１３９

元）の幅で支払われている．これは第１５組の多く

の土地が開弦弓村を貫通する省道の沿線に沿って

分布し，工業，商業への転用地が広範囲にわたり，

ほとんどの農家の土地が農外転用に関わっている

からである．

このように，当初は雇用を保障すること（「土地

工」）で，地価が支払われないケースが存在し，次

第に対価支払いのかたちに転換している．その場

合でもその対価を均等配分する方式と地権者のみ
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への配分を行う方式が見られる．前者の場合には，

第８組の事例では農地そのものの配分が調整さ

れ，９５ムーから５６ムーに減少した農地を均等配分

している．地価水準は，１９９５年の事例（８組）で

はムー当たり５，０００元，２００２年の事例（３組）で

は１８，０００元，２００３年の事例（１５組）では１２，４７１元

となっており，趨勢的には上昇を示している．

このように，歴史を遡ると農地転用は国家買収

的性格が強く，現在のような対価概念は少なかっ

た．そのため，２００４年からは「土地換保障」（土地

と保障の交換）制度が実施されるようになった．

これまでは企業による土地買収においては農家に

土地代金しか支払われなかったが，２００４年からは

そのほかに農家の養老保険料の支払いも義務づけ

られるようになった．開弦弓村の場合は，企業は

七都鎮国土所に土地を買収した農家１労働力につ

き２万元を納める．国土所は，鎮全体のこれを

プールし，ファンドを作り農家が６０歳となった際

の養老保険の支給に当てることにしている．２００３

年以前の買収については，農家への保証金の支払

いは全額政府より支給することになっている．

おわりに

以上，江村の歴史を土地所有ならびに農業生産

の動向を中心に概観してきた．１９３０年代に費孝通

によって生き生きと描かれた江村は，解放後の集

団化と統制経済の下で糧食生産偏重の経済構造を

強いられ，運河による交易と農村工業・農家副業

との結合という水郷地帯の歴史的な特性を失って

しまった．また，江村そのものが行政的に分断さ

れるという経験を味わった．しかし，改革・開放

路線のもとで，農村工業は息を吹き返し，農家の

急速な兼業化と多就業化が進展をみせ，農家所得

も上昇をみせている（別稿参照）．そのなかで，

農業生産そのものは耕種業，養蚕を含む畜産業を

問わず，縮小局面にある．ただし，１９９０年代末か

らは，水田転用による内水面漁業が一部の農家に

よって担われて展開している．

しかし，２００４年から実施されている農民負担の

軽減策によって農家にとっての農地の経済的位置

づけは大きく変化しつつある．農業税の総額１５万

元，鎮ならびに村への公課２３万元余りが廃止され

たからである．従来は，賃貸に回していた農家の

農業回帰が進んでいるという．この村では，農地

の割換えはかなり頻繁に行われてきたが，２０００年

に入ってからの調整は農地転用や兼業機会に恵ま

れない組に限定される傾向がある．ここでは，比

較的平等原理が働いている．これに対し，交通の

便も良く，農地転用の機会に恵まれている組では

農地調整が困難になりつつある．農業税を含む農

民負担の軽減によって農地の実質的私有化が進む

か否かは，ひとり江村の問題ではなく今後の中国

の農業展開において大きなインパクトになると思

われる．

【付記】本論文は，２００４年および２００５年の夏に実

施した現地調査をもとに得られた研究成果の一部

である．調査にあたっては，開弦弓村村民委員会

の姚富坤氏，徐国奇氏，王建明氏をはじめ関係各

位にお世話になった．記して感謝申し上げる．
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